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3日・文化の日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2023（令和5年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

郵便料金の改定　燃料価格をはじめとする物価や人件費などのコスト上昇を受けて10
月から郵便物の特殊取扱料金が値上げされました。主なものは、一般書留料及び現金
書留料が435円→480円、簡易書留料が320円→350円、内容証明料（謄本1枚）が440円
→480円。「ゆうパック」の基本運賃も平均で約1割値上げされています。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付

� 11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間　11月11日〜11月17日
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11 月号─2

　

派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
や
安
全

衛
生
を
確
保
す
る
た
め
、
労
働
基
準

法
や
労
働
安
全
衛
生
法
の
各
規
定
に

つ
い
て
は
、
派
遣
元
お
よ
び
派
遣
先

と
の
間
で
ど
ち
ら
に
責
任
を
負
わ
せ

る
か
が
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
通
達
「
派
遣
労
働
者
に

係
る
労
働
条
件
及
び
安
全
衛
生
の
確

保
に
つ
い
て
」（
基
発
０
９
３
０
第
５

号
）な
ど
を
基
に
、主
に「
労
働
条
件
」

に
関
す
る
派
遣
元
と
派
遣
先
の
責
任

区
分
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

一
　
は
じ
め
に �

　

派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
・
安
全

衛
生
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
重
要
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
３
点
お
伝
え
し

ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
各

責
任
区
分
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①　

派
遣
元
・
派
遣
先
の
双
方
が
、

自
ら
の
責
任
を
十
分
に
理
解
し
そ

れ
ぞ
れ
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
。

②　

派
遣
元
・
派
遣
先
は
、
労
働
者

派
遣
契
約
の
相
手
方
の
責
任
に
つ

い
て
も
互
い
に
理
解
し
、
そ
の
上

で
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

③　

特
に
、
安
全
衛
生
を
確
保
す
る

た
め
に
は
、
派
遣
先
が
派
遣
労
働

者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
現
場
の
状
況

に
即
し
適
切
に
講
ず
る
こ
と
。

二
　
労
働
条
件
の
確
保 �

㈠
　
派
遣
元
が
実
施
す
べ
き
重
点
事

項
①
　
契
約
期
間

　
　

派
遣
元
は
、
有
期
労
働
契
約
を

１
回
以
上
更
新
し
、
か
つ
、
雇
入

れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超

え
て
継
続
勤
務
し
て
い
る
派
遣
労

働
者
と
の
有
期
労
働
契
約
を
更
新

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該

契
約
の
実
態
及
び
当
該
労
働
者
の

希
望
に
応
じ
て
、
契
約
期
間
を
で

き
る
限
り
長
く
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す（
努
力
規
定
）。

②
　
労
働
条
件
の
明
示

　
　

派
遣
労
働
者
と
労
働
契
約
を
締

結
す
る
と
き
は
、
労
働
基
準
法
第

15
条
の
明
示
事
項
の
ほ
か
、
労
働

者
派
遣
法
第
34
条
第
１
項
の
就
業

条
件
の
明
示
も
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
　

明
示
内
容
に
異
な
る
部
分
も
あ

る
（
労
働
者
派
遣
法
の
就
業
条
件

明
示
に
は
、
指
揮
命
令
者
、
派
遣

期
間
、
苦
情
処
理
の
申
出
先
な
ど

が
あ
る
）
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
に
お
い
て
明
示
す
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
事
項
に
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

③
　
最
低
賃
金

　
　

賃
金
の
支
払
い
は
派
遣
元
が
行

い
ま
す
が
、
最
低
賃
金
の
取
り
扱

い
に
は
注
意
を
要
し
ま
す
。

　
　

例
え
ば
、A
県
の
派
遣
元
か
ら
、

B
県
に
あ
る
派
遣
先
に
労
働
者

を
派
遣
す
る
場
合
は
、
派
遣「
先
」

で
あ
る
B
県
の
最
低
賃
金
を
適

用
し
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の

賃
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
　
休
業
手
当

　
　

派
遣
労
働
者
を
、
使
用
者
の
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
休
業

さ
せ
る
場
合
に
は
、
派
遣
元
が
、

休
業
手
当
（
平
均
賃
金
の
６
割
以

上
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
　

な
お
、「
派
遣
先
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
指
針
」
に
お
い
て

は
、
派
遣
先
の
都
合
に
よ
り
労
働

者
派
遣
契
約
が
中
途
解
除
さ
れ
た

場
合
、
派
遣
労
働
者
の
新
た
な
就

業
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
と

し
、こ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、

少
な
く
と
も
派
遣
元
が
派
遣
労
働

者
を
休
業
さ
せ
る
こ
と
等
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た

派
遣
元
の
損
害
に
つ
い
て
、
派
遣

先
が
賠
償
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
　
労
働
時
間
の
管
理

　
　

派
遣
労
働
者
の
労
働
時
間
の
管

理
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
派
遣
先

に
お
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
労
働
時
間
に
関
す
る
法

令
違
反
が
な
い
よ
う
派
遣
元
に
お

い
て
も
累
計
労
働
時
間
を
把
握
、

管
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
　

派
遣
元
と
派
遣
先
と
の
間
で
、

労
働
時
間
に
関
す
る
連
絡
体
制
を

整
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

⑥
　
36
協
定
の
締
結
・
届
出

　
　

時
間
外
・
休
日
労
働
協
定
（
36

協
定
）
は
、
派
遣
元
で
締
結
・
届

出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑦
　
割
増
賃
金
の
支
払

派遣元と
派遣先の
責任区分

（労働者派遣）
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賃
金
の
支
払
い
は
、
派
遣
元
が

行
い
ま
す
。

　
　

時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃

金
の
支
払
等
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
派
遣
先
で
行
っ
た

時
間
外
労
働
の
時
間
を
、
派
遣

先
・
派
遣
労
働
者
か
ら
確
認
す
る

体
制
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

⑧
　
年
次
有
給
休
暇

　
　

派
遣
元
は
、
派
遣
労
働
者
に
法

定
の
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
ま

す
。
派
遣
先
へ
の
代
替
労
働
者
の

派
遣
、
派
遣
先
に
お
け
る
業
務
量

の
調
整
な
ど
、
派
遣
労
働
者
が
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す
く
な

る
体
制
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が

望
ま
し
い
で
す
。

　
　

な
お
、
派
遣
労
働
者
か
ら
請
求

さ
れ
た
時
季
に
年
次
有
給
休
暇
を

与
え
る
こ
と
が
派
遣
元
の
事
業
の

正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
に

は
、
派
遣
元
は
他
の
時
季
に
こ
れ

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
派

遣
先
の
事
情
は
、
直
ち
に
は
派
遣

元
が
時
季
変
更
権
を
行
使
す
る
理

由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
事
業
の
正

常
な
運
営
を
妨
げ
る
か
否
か
は
、

派
遣
元
の
事
業
で
判
断
し
ま
す
。

⑨
　
就
業
規
則

　
　

派
遣
労
働
者
と
そ
れ
以
外
の
労

働
者
を
合
わ
せ
て
常
時
10
人
以
上

の
労
働
者
を
使
用
す
る
派
遣
元

は
、
派
遣
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ

る
就
業
規
則
を
作
成
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

⑩
　
無
期
転
換
ル
ー
ル

　
　

派
遣
労
働
者
も
無
期
転
換
ル
ー

ル
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
無
期
転

換
ル
ー
ル
と
は
、
有
期
労
働
契
約

が
反
復
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を

超
え
た
と
き
に
、
労
働
者
の
申
込

み
に
よ
り
無
期
労
働
契
約
に
転
換

で
き
る
ル
ー
ル
で
す
。

㈡
　
派
遣
先
が
実
施
す
べ
き
重
点
事

項

　

次
に
、
派
遣
先
が
実
施
す
べ
き
事

項
を
見
て
い
き
ま
す
。

①
　
労
働
時
間
の
適
正
把
握

　
　

派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
労

働
時
間
を
適
正
に
把
握
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

把
握
の
方
法
は
「
労
働
時
間
の

適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が

講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
厚
生
労
働
省
）
を
参
照

し
な
が
ら
進
め
て
い
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

②
　
時
間
外
・
休
日
労
働

　
　

派
遣
先
で
時
間
外
・
休
日
労
働

を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
派
遣
元

の
事
業
場
で
36
協
定
を
締
結
・
届

出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
36
協

定
で
定
め
た
範
囲
を
超
え
て
時
間

外
労
働
等
を
行
わ
せ
た
場
合
、
派

遣
先
が
労
働
基
準
法
違
反
と
さ
れ

ま
す
。

　
　

派
遣
先
は
、
派
遣
元
の
36
協
定

の
内
容
等
を
把
握
し
、
そ
の
範
囲

内
に
留
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三
　
安
全
衛
生
の
確
保 �

㈠
　
派
遣
元
が
実
施
す
べ
き
事
項

　

派
遣
元
は
、
雇
入
れ
時
の
安
全
衛

生
教
育
、
一
般
健
康
診
断
な
ど
を
実

施
し
ま
す
。
長
時
間
労
働
者
か
ら
申

出
が
あ
っ
た
と
き
の
面
接
指
導
、
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
も
派
遣
元
が

行
い
ま
す
。

　

労
災
保
険
は
、
派
遣
元
の
適
用
労

働
者
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
が
、
保
険

給
付
の
請
求
様
式
（
療
養
補
償
給
付

請
求
書
な
ど
）
に
は
、
派
遣
先
の
証

明
欄
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
給
付

の
請
求
手
続
き
の
際
は
、
派
遣
先
と

も
連
絡
を
と
り
な
が
ら
進
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

※
「
労
働
者
死
傷
病
報
告
」
に
つ
い

て
は
、
次
の
派
遣
先
の
項
目
に
お

い
て
触
れ
ま
す
。

㈡
　
派
遣
先
が
実
施
す
べ
き
事
項

　

派
遣
先
で
は
、
危
険
ま
た
は
健
康

障
害
の
防
止
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
従
事
す
る
業
務
に
つ
い

て
の
安
全
衛
生
教
育
、
一
定
の
有
害

業
務
に
常
時
従
事
す
る
派
遣
労
働
者

へ
の
特
殊
健
康
診
断
も
行
い
ま
す
。

　

派
遣
元
に
対
し
て
安
全
衛
生
教
育

に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
、

派
遣
元
・
派
遣
先
が
協
力
し
な
が
ら

安
全
衛
生
の
対
策
を
講
じ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

労
災
事
故
に
対
す
る
保
険
給
付
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
請
求

す
る
際
に
、
派
遣
先
の
証
明
も
必
要

に
な
り
ま
す
。
労
災
事
故
が
発
生
し

た
と
き
は
、
発
生
日
時
や
場
所
、
被

災
時
の
状
況
な
ど
を
で
き
る
限
り
詳

し
く
記
録
し
、
派
遣
元
に
対
し
て
連

絡
を
す
る
な
ど
連
携
を
図
っ
て
い
く

と
よ
い
で
す
。

　

な
お
、
死
亡
・
休
業
者
が
生
じ
た

と
き
の
「
労
働
者
死
傷
病
報
告
」
は
、

派
遣
元
・
派
遣
先
の
ど
ち
ら
も
作
成
・

提
出
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
派
遣
先

が
作
成
し
、
派
遣
先
を
管
轄
す
る
労

働
基
準
監
督
署
に
提
出
し
ま
す
。
そ

の
写
し
を
派
遣
元
に
送
付
し
、
そ
れ

を
基
に
派
遣
元
に
お
い
て
も
作
成

し
、
派
遣
元
を
管
轄
す
る
労
働
基
準

監
督
署
に
提
出
し
ま
す
。



11 月号─4

　人材開発支援助成金は、職務に関連した
専門的な知識及び技能を習得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等
に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等
を助成する制度です。
　令和5年4月には、制度を利用しやすく
するための統廃合や拡充などの見直しが行
われ、また、6月からは雇用関係助成金ポー
タルでの電子申請が可能になりました。
　同助成金のコースは、次の7つのコース
で構成されています。
⑴　人材育成支援コース
　職務に関連した知識・技能を習得させる
ための訓練やOJT、非正規労働者を対象と
した正社員化を目指す訓練を実施したと
き。
⑵　教育訓練休暇等付与コース
　有給教育訓練等制度を導入し、労働者が
当該休暇を取得し、訓練を受けたとき。

⑶　人への投資促進コース
　デジタル人材・高度人材を育成する訓練、
労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練等
を実施したとき。
⑷　事業展開等リスキリング支援コース
　新規事業の立ち上げなどの事業展開等に
伴い、新たな分野で必要となる知識及び技
能を習得させるための訓練を実施したとき。
⑸　建設労働者認定訓練コース
　建設関連の訓練を実施したときや、有給
で認定訓練を受講させたとき。
⑹　建設労働者技能実習コース
　技能向上のための実習を有給で受講させ
たとき。
⑺　障害者職業能力開発コース
　障害者の職業に必要な能力を開発、向上
させるため、一定の教育訓練を継続的に実
施・運営をしたとき。

　受給要件などの詳細は、厚生労働省ホー
ムページに公開されているパンフレット等
にてご確認ください。

人材開発支援助成金のご案内

　令和4年10月に社会保険の保険料免除
要件が改正され、賞与にかかる保険料は、
「賞与月の末日を含んだ連続した1か月を
超える育児休業等を取得した場合」に限り、
免除されることとなりました。
　育児休業等の期間が1か月を超えない場
合は、賞与にかかる保険料が生じることと
なりますが、この場合の納入告知（保険料
計算）は遅れて実施されることがあります（日
本年金機構ホームページ「お知らせ」より）。
　例えば、7月に支給した賞与にかかる保
険料は、本来は7月分保険料として計算さ
れますが、8月分保険料として計算され、
9月20日頃納入告知（9月末日納期限）さ
れることがあります。
　会社で算出した保険料額と、日本年金機
構から告知された保険料額の差異は、この
ようなことが原因となって起こることもあ
り得ますので、金額が一致しないときは、
翌月以降の納入告知の金額も見ながら差異
を確認していくとよいでしょう。

賞与の保険料の納入告知　

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
給
す

る
際
は
、
原
則
、
受
給
資
格
者
が
４

週
間
に
一
度
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
き
、

対
面
で
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
確

認
す
る
こ
と
で
、
失
業
状
態
に
あ
る

こ
と
を
認
定
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
７
月
以
降
、
障
害
が
あ

る
方
や
子
育
て
中
な
ど
で
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
行
く
こ
と
が
難
し
い
方
、

計
画
的
な
早
期
再
就
職
を
目
指
し
て

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
支
援
を
受
け
る
方

の
う
ち
、
希
望
者
を
対
象
と
し
て
、

全
国
９
か
所
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
デ

ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
失
業
認
定

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
の
効
果
を
検
証

し
、
今
後
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用

し
た
失
業
認
定
関
連
手
続
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
し
、
令
和
６
年
６
月

を
目
途
に
結
論
を
得
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
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